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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年６月３０日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 愛知県美浜町冨
ふ

具崎
ぐ ざ き

港北方沖 

野間埼灯台から真方位３４３°１,３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４６.２′ 東経１３６°５０.４′） 

事故の概要 

 

 プレジャーボートイーグルは、南進中、プレジャーボート小山
こ や ま

丸と

衝突した。 

 小山丸は、船長が死亡し、左舷外板に亀裂及び破口等を生じ、ま

た、イーグルは、船底に擦過傷及びプロペラ先端の一部に破損を生じ

た。 

事故調査の経過 平成２７年６月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート イーグル、５トン未満 

２４０－３５６８３愛知、個人所有 

７.３６ｍ（Lr）×２.０１ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、６６.２０kＷ、平成６年１月 

Ｂ プレジャーボート 小山丸、５トン未満 

２４０－４７８９６愛知、個人所有 

２.７４ｍ（Lr）×１.２７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３.７０kＷ、平成１０年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ７８歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５２年１月７日 

免許証交付日 平成２６年１２月８日 

        （平成３２年５月２２日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ６６歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１０年１０月２２日 

免許証交付日 平成２５年８月５日 

         （平成３０年１０月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船底に擦過傷及びプロペラ先端一部破損 

Ｂ 左舷外板に亀裂及び破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過 

  

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平成２７年６月３０日０７時０

０分ごろ冨具崎港を出港し、同港の北方約１海里の築
つき

磯
いそ

と呼ばれる釣

り場で釣りをしていたものの、釣果がないので０９時２５分ごろ同釣

り場を発進して帰途に就いた。 

船長Ａは、冨具崎港の防波堤入口を船首目標として約３０km/h の対

地速力で南進中、Ａ船の後方を追走していた僚船を見ることに注意を

向けて航行していたところ、衝撃を感じてＢ船の存在に気付いた。 

Ａ船は、その船首がＢ船の左舷中央部に衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船の船尾方に落水した船長Ｂを認め、反転して救助に

向かったものの、駆けつけるまでに船長Ｂの姿が見えなくなった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りのため、冨具崎港を出港し

た。 

船長Ｂは、１２時４０分ごろ、海上保安庁の潜水士により冨具崎港

の防波堤入口北方沖の海中で発見され、病院に搬送されたが溺死と検

案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図①、付図２ 事故発生場所概略図②、

写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、写真３ Ｂ船の錨 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、前路を見ても航行の支障となる船舶が見えなかったの

で、Ａ船の約１００ｍ後方から追走していた僚船を見ていて衝突する

までＢ船に気付かなかった。 

Ｂ船は、大型自動車のタイヤホイールを錨として使用していたが、

本事故当時、この錨を投下していた可能性があった。 

Ｂ船は、左舷外板に亀裂及び破口のほか、右舷舷縁にも破口が生

じ、左右舷縁上部にＡ船の船底塗料と同じ色の塗膜が付着していた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

船長Ｂは、二分割したＢ船を車の屋根の上に積み、０４時００分ご

ろ自宅を出発していた。 

船長Ｂは、持病等がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ船は、冨具崎港北方沖を南進中、船長Ａが、Ａ船の後方から追走

していた僚船に注意を向けていて船首方の見張りを適切に行っていな
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かったことから、前路のＢ船に気付かずに航行し、Ａ船の船首とＢ船

の左舷中央部とが衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、前路を見ても航行の支障となる船舶が見えなかったこと

から、僚船に注意を向けていたものと考えられる。 

Ｂ船は、冨具崎港北方沖において、Ａ船と衝突したものと考えられ

るが、その状況を明らかにすることはできなかった。 

船長Ｂは、Ａ船とＢ船とが衝突したときの衝撃により落水し、溺水

した可能性があると考えられるが、落水及び溺水に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。  

原因 本事故は、冨具崎港北方沖において、Ａ船が、南進中、Ｂ船と衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶運航者は、常時、適切な見張りを行うこと。 

・救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図①        付図２ 事故発生場所概略図② 

 

                    

 

 

写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年６月３０日 

０９時３０分ごろ発生） 

築磯 
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写真２ Ｂ船 

 

 

写真３ Ｂ船の錨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


